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２１世紀型の消費者政策の在り方について 

 

平成１５年６月 

内閣府国民生活局 
１.経緯 
○ 我が国の消費者政策は、１９６８年制定の消費者保護基本法の枠組みの
下に展開されてきたが、消費者トラブルは増加を続けており、特に近年
では内容も多様化・複雑化。 
○ 企業不祥事も続発し、消費者の事業者に対する信頼は大きく低下。 
○ 消費者が安全で安心できる消費生活を送ることができる社会を実現す
るため、消費者政策を現在の経済社会にふさわしいものとして再構築し、
２１世紀にふさわしい消費者政策のグランドデザインを提示すること
が必要。 
○ このため、昨年６月以降、国民生活審議会消費者政策部会において、「２
１世紀型消費者政策の在り方」について審議を行い、５月２８日(水)の
部会において最終報告をとりまとめた。 

 
２.消費者政策の理念 
（１） 消費者政策の転換 
①消費者の位置付けの転換―「保護」から「自立」へ 
②市場メカニズムの活用と、事前規制から事後チェックへの重点シフト 
③情報公開と事業者のコンプライアンス(法令遵守等)経営の促進 

 
(２)消費者の権利 
①消費者が「自立した主体」として能動的に行動していくためには 
・安全が確保されること 
・必要な情報を知ることができること 
・適切な選択を行えること 
・被害の救済が受けられること 
・消費者教育を受けられること 
・意見が反映されること 
等が重要。 
②これらを消費者の権利として位置付け、消費者政策を推進する上で
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の理念とする。 
③消費者の権利を実現するため、行政､事業者及び消費者は、それぞれ
の責務・役割を果たす必要。 

 
３.消費者政策の展開 
（１）消費者の安全確保 
 
（２） 消費者契約の適正化 
 
（３） 消費者教育の充実 
 
（４） 苦情処理・紛争解決 
 
（５） ＩＴ化、国際化、環境問題への対応 
 
４.消費者政策の実効性確保 
（１） 行政の推進体制 
①消費者政策を一元的に企画・立案、調整、推進する機能の強化 
②中長期的視点を踏まえた消費者政策の基本戦略の策定 
③消費者保護会議の機能強化（基本戦略の策定、消費者問題への迅速な
対応等） 

 
（２）違法・不当行為の抑止と監視 
① 違法・不当行為に対する迅速かつ厳正な行政処分 
② 監視体制の強化と厳格な取締り  

 
（３）事業者等による自主行動基準の策定・運用 

 
（４）公益通報者保護制度 
①事業者による法令遵守を確保して消費者利益の擁護等を図るため、公
益通報者の保護に関する制度的なルールの明確化が必要。 
② 通報の範囲は消費者利益の侵害など国民生活にかかわる分野での法
令違反。 
③通報を理由とした労働者への解雇は無効とするとともに、懲戒処分そ
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の他の不利益な取扱いもしてはならないこととする。 
④誠実性や通報内容の真実相当性などの要件を踏まえ、事業者内部及び
行政機関への通報のほか、その他事業者外部への通報も保護の対象と
する。 

 
（５）消費者団体訴訟制度 
①被害を受けた消費者個人が被害救済のために訴えを提起することは、
訴訟に関する専門知識の不足、資金的・時間的負担の大きさ等から、
困難である場合が多い。 
②消費者被害を効果的に防止・救済するため、事業者に比べ弱い立場に
ある消費者個人に代わり、一定の消費者団体に、消費者全体の利益の
ために訴訟を提起する権利（団体訴権）を認める制度（消費者団体訴
訟制度）を導入することが必要。 
③ 消費者団体訴訟制度としては、不当条項の使用や不当な勧誘行為に
対する差止請求権を認める制度や、損害賠償請求権を認める制度が
考えられるが、特に被害の発生・拡大を防止するための差止制度を
早急に導入することが必要。 

 
５.消費者保護基本法の見直し 
本報告書で示したグランドデザインを具体化していくため、以下の
事項を始めとして消費者保護基本法を総合的に見直す必要。 
①消費者政策の理念（消費者の権利の位置付け等）を明確化 
②行政･事業者の責務と消費者の役割を明確化 
③施策に関する規定を充実 
④苦情処理体制の明確化と裁判外紛争解決の位置付け 
⑤行政の推進体制を充実・強化 
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